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次  第 
 

１．⽇時・会場                                 

 開催日 時   間 会   場 

（１） ９月６日（木） １８：３０～１９：３０ 吉田支所会議室 

（２） ９月７日（金） １８：３０～１９：３０ 働く婦人の家集会室 

（３） ９月９日（日） １４：００～１５：００ 悠里館視聴覚ホール 

 

 

２．進⾏表                                   

（１） 開会挨拶  亘理町長 

（２） 調査結果説明 （３０分） 放射能対策室 

（３） 質疑応答 （３０分） 放射能対策室 

 

 

３．配布資料                                 
■ 亘理町空間放射線量メッシュ調査結果 

■ （資料）除染実施計画（第１版） 
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平成２４年９月 

亘理町空間放射線量メッシュ調査（結果） 
 

亘理町 放射能対策室 

 

１．はじめに 

亘理町では，東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線の影響を受け，町内にお

いて追加被ばく線量が年間１ミリシーベルトを超えると思われる区域が存在することから，

平成２４年２月２８日，環境省より「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖

地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関

する特別措置法」（以下｢特措法｣という。）に基づき「汚染状況重点調査地域＊1」の指定を受

けました。 

このことから，町独自の測定で追加被ばく線量が年間１ミリシーベルトを超える「あぶく

ま公園」の除染，並びに町内全域の空間放射線量メッシュ調査＊2 を盛り込んだ「除染実施計

画＊3」が，平成２４年５月２４日付けで環境大臣より承認されました。 

 
 

２．調査目的 

この「除染実施計画」に基づき，「亘理町全域」並びに「学校及び公共施設等」において，

町内における放射線の影響を確認するため，空間放射線量率＊4（以下「空間線量率」という。） 

測定を実施しました。 

 

 
 

＊１： その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をす

ることが必要な地域。地域の指定は環境大臣が行う（特措法 32 条第１項）。 

＊２： 「空間放射線量メッシュ調査」とは，亘理町全域を任意の長さ（本調査は，約 250m 又は

約 500m）で格子状に区画し，その区画内の代表地点（可能な限り中央付近）で空間放射線

量率を測定するもの。 

＊３： 汚染状況重点調査地域内の区域であって，特措法に基づく調査結果等から，事故由来放射

性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて，

除染等の措置等の実施に関して定める計画。都道府県知事又は市町村の長が策定する（特措

法 36条第１項）。巻末に添付した（資料）除染実施計画（第１版）を参照。 
＊４： 空間放射線量率は，対象とする空間の単位時間当たりの放射線量のことで，外部被ばくの

程度を示す指標で，健康保護の観点での汚染の状況の指標として使用することができます。 
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４．調査結果 

 

（1） 亘理町全域の測定 

638 区画（500m 又は 250m グリッド）で空間線量率を測定した結果は，最小値で 0.04
μSv/h であり，最大値が 0.22μSv/h で，町の平均値としては 0.12μSv/h でした。 
以下の表１に示したとおり，すべての区画が 0.23μSv/h＊6未満でした。なお，各区画の

測定結果は，別表３に示しました。 

 

 

（2） 学校及び公共施設等の測定 

学校等の公共施設の測定結果の概要は，以下の表２に示しました。 
ほとんどの施設が 0.23μSv/h＊6未満でしたが，別表４及び以下の表３のとおり「サニー

タウン１号公園（中央公園）：吉田字中原」及び「稲荷山農村公園：長瀞字坂下」の２施設
で 0.23μSv/h＊4以上であることを確認しました。なお，各施設の結果は，別表５に示して
います。 

 

 
 
＊６： 環境省は，特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定や除染実施計画を策定する地域

の要件を 0.23 マイクロシーベルト毎時（μSv/h）以上の地域であることとしています（測
定高は，地表より 50cm～1m）。 

表１ 測定結果概要 
区画 対象数 0.23μSv/h 未満 0.23μSv/h 以上

250m グリッド区画 482 482 0 
500m グリッド区画 156 156 0 
合計 638 638  0 
※本測定値の測定⾼は，地表より 1m です。 

表２ 測定結果概要 
施設名 対象数 0.23μSv/h 未満 0.23μSv/h 以上 測定⾼

学
校
等 

幼稚園，保育所，児童館等 12 12 0 50cm 
⼩学校 6 6 0 50cm 
中学校 4 4 0 1m 
⾼校 1 1 0 1m 

公園 64 62 2 50cm 
合計 87 85  2  

表３ 0.23μSv/h 以上を確認した区画 
施設名 測定値（μSv/h）※ 

サニータウン 1 号公園（中央公園）：吉⽥字中原 0.24 
稲荷⼭農村公園：長瀞字坂下 0.23 
※：本測定値の測定⾼は，地表より 50cm です。 
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５．今後の方向性 

 

（１）除染実施計画の再策定 

本調査の結果に基づき，学校及び公共施設等の測定で 0.23μSv/h 以上が確認された

２施設は，除染作業の実施を目指し，除染実施計画の見直しと改訂作業を進めます。 

 

（２）詳細測定・除染等の措置の推進 

改訂する除染実施計画に基づき，除染作業を推進します。 

今後は，対象の各施設を 10mグリッドで区画し，より詳細な調査を行います。この結

果に基づき，モニタリングによる監視や除染等の検討を行っていきます。 
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